
 公印省略 

6 飯 福 介 第 4 0 3 号  

令和 6 年 5 月 24 日  

 

各指定地域密着型サービス事業所 様 

各指定居宅介護支援事業所 様 

各指定介護予防支援事業所 様 

 

飯塚市福祉部介護保険課長 

     （事業所係） 

令和 6年度集団指導の実施について 
 

 日頃から本市の福祉行政推進にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

標記の件につきまして、介護給付費等対象サービスの内容及び介護報酬の請求の適正化に関して、周知

徹底を図るため、下記のとおり実施することとしましたので、日時等を確認のうえ、必ず出席いただきま

すよう、お願いいたします。 

 

記 

 

1. 実施方法  

７月８日（月）及び１１日（木）：対面方式 飯塚市役所本庁（１F多目的ホールにて） 

 ※事業種別により開催場所と時間が異なりますので、ご注意ください。 

日程 時間 対象事業所 

令和 6年 7月 8日（月） 10時～11時 30分 

（9時 30分受付開始） 

（介護予防）認知症対応型共同生活介護 

地域密着型特定施設入居者生活介護 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

13時 30分～15時 

（13時受付開始） 

定期巡回随時対応型訪問介護看護 

（介護予防）小規模多機能型居宅介護 

看護小規模多機能型居宅介護 

令和 6年 7月 11日（木） 10時～11時 30分 

（9時 30分受付開始） 

地域密着型通所介護 

認知症対応型通所介護 

総合事業通所型サービス（現行相当のみ） 

13時 30分～15時 

（13時受付開始） 

居宅介護支援 

介護予防支援 

 

2. 出席者報告について 

※右記 QR コード又は下記 URLから「ふくおか電子申請サービス」 

の画面に移行し、出席者名を登録してください。  

予約フォームアドレス https://shinsei.pref.fukuoka.lg.jp/69jIIGHT 

入力期限  令和 6年 6月 14日（金）  

 

3. 実施内容 

(1) 飯塚地区消防本部からの研修 

(2) 令和 6年度介護報酬改定及び指導実施方針等について 

(3) その他（人権啓発、電子申請システム等） 

 



※内容は変更する場合があります。 
 

4. その他 

・休止中の事業所についても受講の対象とします。 

・出席者は各事業所より 1名でお願いします。 

・受講参加者は原則管理者としますが、ご都合が悪い場合は他の職種の従業員での参加をお願いします。 

 

5. 問合せ先 

飯塚市福祉部介護保険課 事業所係  

TEL： 0948-22-5500（内線：1657～1659） FAX：0948-25-6214 

MAIL：kaigo@city.iizuka.lg.jp 

 

 

mailto:kaigo@city.iizuka.lg.jp

